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産業デザイン学科

49～54 デザイン特別課外活動（Ⅰ～Ⅵ）　（LCD-XX-001 ～ LCD-XX-006） 選択　１～２単位　１年前期～４年後期

Extracurricular Activities in Design
全学年全組　学科長　梅田　弘樹

本学科の専門に関連の深い資格の取得や検定等の合格、学科が指定する課外活動などに対して、本人の申請に基づいて学科で審査の上、専
門選択科目の単位として合計４単位までを認める。申請した課外活動の内容により１単位あるいは２単位を認定する。単位認定を希望する
者は、教務学生課又は長町キャンパス事務室に申し出て「デザイン特別課外活動単位認定申請書」を受け取り、必要事項を記入し、以下に
示すその他の必要書類とともに教務学生課又は長町キャンパス事務室へ提出すること。申請の期限は毎学期末（７月末日、１月末日）とする。
なお、同様の課外活動で、教養教育科目の「特別課外活動」の単位認定にも申請できるが、どちらに申請するかは本人が選択する。一つの
活動で両科目の単位を取得することはできない。

◎資格取得、検定合格による単位認定
単位認定の対象となる資格、検定の例を下表に示す。
これら以外の資格、検定については、申請に応じ学科で判断する。資格取得、検定合格による単位認定申請に必要な書類は以下の通りである。
・デザイン特別課外活動単位認定申請書：取得した資格または合格した検定の名称、および取得年月日を記入すること。
・資格の取得または検定の合格を証明する書類のコピー。

◎学科指定の課外活動による単位認定
学科が指定する課外活動は次のようなものである。

（１）各種デザインコンペでの受賞
（２）企業実習への参加
（３）インターンシップへの参加
（４）学科内の研究室が単独または合同で実施する調査研究や各種ゼミへの参加
（５）自主的に行う国内・国外のデザイン見聞旅行の計画・実施など
学科が指定する課外活動による単位認定申請に必要な書類は以下の通りである。
・デザイン特別課外活動単位認定申請書：課外活動の名称、活動時期（年月日）、場所、活動内容の概要を記入すること。
・活動報告書：Ａ４サイズ、1000 文字程度。活動の動機、内容、成果（具体的な成果物の写真、身につけた知識や技能、精神的な成長など）
を詳細に示すこと。（３）の場合は大学所定の「インターンシップ実習報告書」でよい。
・活動参加を証明する書類：（３）の場合は大学所定の「インターンシップ評価票」でよい。

◎単位の認定
単位認定および評価は、教養科目の「特別課外活動」の方法に準じて行うのでそれらを参照のこと。

資格取得または検定等の主な認定例
資格等名称 単位

色彩検定 2
ＣＧクリエイター検定 2
ＣＧエンジニア検定 2
マルチメディア検定 2
Photoshop クリエイター能力認定試験 2
ファッションビジネス能力検定 2
カラーコーディネーター検定 2
Web デザイナー検定 2
画像処理エンジニア検定 2
Illustrator クリエイター能力認定試験 2
マイクロソフトオフィススペシャリスト 2

※認定希望者は事前に教務学生課又は長町キャンパス事務室に問合せること。

◎デザイン特別課外活動Ⅰ　選択　１単位　１年前期～４年後期
　デザイン特別課外活動Ⅱ　選択　１単位　１年前期～４年後期
　デザイン特別課外活動Ⅲ　選択　１単位　１年前期～４年後期
　デザイン特別課外活動Ⅳ　選択　１単位　１年前期～４年後期
　デザイン特別課外活動Ⅴ　選択　２単位　１年前期～４年後期
　デザイン特別課外活動Ⅵ　選択　２単位　１年前期～４年後期
※あわせて４単位までを進級および卒業に要する単位として算入できる。







51

産業デザイン学科

56 他学科開講科目群　LCD-XX-008 選択　８単位　１年後期～４年後期

Subjects offered by other departments

他学科開講科目については、１セメスターに２単位まで受講可能とする。各科目のシラバスを参照のこと。
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産業デザイン学科

57 他大学開講科目群　LCD-XX-009 選択　４単位　１年後期～４年前期

Subjects offered by other universities

詳細については学生便覧の「他大学開講科目群」、キャンパスライフの「学都仙台単位互換ネットワーク協定および国内外の大学等との単位
互換に関する協定に基づく東北工業大学特別聴講学生取扱要項」を参照のこと。


